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●加算分（原則として利用者全員に算定されるもの）

◇１ヶ月あたり（31日分）の利用料金の見込み（負担割合１割）

◇１ヶ月あたり（31日分）の利用料金の見込み（負担割合２割）

【別表１】　特別養護老人ホームむらさき野苑　利用料金表　（R1.10.1～）

●基本サービス費                    　※　1 単位＝10.14円　自己負担はその１割（2割）となります。

1日あたり 要介護　1 要介護　2 要介護　3 要介護　4 要介護　5

①基本サービス費 559 単位 627 単位 697 単位 765

　看護体制加算Ⅰ 4 単位 常勤の看護師を１名以上配置していること。

単位 832 単位

加算名
自己負担

加算の要件１日あたり １月あたり

夜勤職員に加えて夕方から朝の16時間に毎日平均して延べ16時間以上の介
護職員を配置していること。

　栄養マネジメント加算 14 単位

常勤の管理栄養士を1名以上配置し、利用者の栄養状態の把握、医療・介
護・看護・ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ等による多職種共同による栄養ケア計画を作成、当該
計画書により利用者の栄養改善を進めていること。

　看護体制加算Ⅱ 8 単位
看護職員を合計４名以上配置しており、２４時間の連絡体制を確保してい
ること。

　夜勤職員配置加算 13 単位

　日常生活継続支援加算（Ⅰ） 36 単位
重度の要介護者または認知症である者等を積極的に入所させ、介護福祉士
資格を有する職員を一定数以上配置し、より質の高い介護福祉サービスを
提供すること。

　口腔衛生管理体制加算 30 単位

歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する
口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っていること。

③　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

上記の基本サービス費と
加算の合計②に8.3 ％を
かけた金額

介護職員の賃金改善や資質の向上の支援のための計画が策定されており、
実践していること。

④　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 上記の基本サービス費と 介護福祉士の配置等要件、現行加算要件、職場環境等要件及び見える化要

②　加算合計 75 単位 30 単位

¥63,530 ¥68,276

¥89,880 ¥94,626合
計

¥58,687

要介護 1 要介護 2

利用者負担段階 1 ¥53,610 ¥58,356 ¥63,241

合
計 ¥77,501 ¥82,247

¥73,161 ¥77,907

④　食費

⑤　居住費
多床室

●食費、居住費

1日あたり 利用者負担　第３段階 利用者負担　第４段階

¥1,171

¥300 ¥390 ¥650 ¥1,392

¥0 ¥370 ¥370 ¥855

利用者負担　第１段階 利用者負担　第２段階

※　低所得の方の食費及び居住費を軽減する制度があります。この制度を利用するには「介護保険負担限度額の認定」を受ける必要がありま
す。利用者負担の段階は市民税の課税状況、世帯の状況等により異なります。

要介護 2 要介護 3 要介護 4

個室 ¥320 ¥420 ¥820

¥99,001 ¥101,338

要介護 5

※ 介護サービス費（31日分） ¥22,155 ¥24,528 ¥26,971 ¥29,344 ¥31,681

多床室 要介護 1

¥53,775 ¥56,148 ¥58,591 ¥80,964 ¥63,301合
計

(

（
①
～
⑤

）

利用者負担段階 4 ¥91,812 ¥94,185 ¥98,628

利用者負担段階 2 ¥45,715 ¥48,088 ¥50,531

個室 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5

¥52,914 ¥55,241

¥31,455 ¥33,928 ¥36,271 ¥38,644 ¥40,981

利用者負担段階 4 ¥101,608 ¥103,981 ¥106,424 ¥108,797 ¥111,134

利用者負担段階 3

※ 介護サービス費（31日分） ¥22,155 ¥24,528 ¥26,971 ¥29,344

¥53,941 ¥58,687 ¥63,361

（
①
～
⑤

）

利用者負担段階 4 ¥113,967 ¥118,713 ¥123,598 ¥128,344 ¥133,018

利用者負担段階 3 ¥75,930 ¥80,676

※ 介護サービス費（31日分） ¥44,310 ¥49,056

¥67,987 ¥72,661

¥85,561 ¥90,307 ¥94,981

¥67,870 ¥72,616 ¥86,921

¥128,509 ¥133,394 ¥138,140 ¥63,361

要介護 3 要介護 4 要介護 5

¥44,310 ¥49,056 ¥53,941

要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5

利用者負担段階 3

利用者負担段階 1

合
計 ¥56,791

¥41,375 ¥43,748 ¥46,191 ¥48,564 ¥50,901

¥67,725 ¥70,098 ¥72,541 ¥74,914 ¥77,251

¥47,265 ¥49,638 ¥52,081 ¥54,454

¥31,681

（
①
～
⑤

）

¥88,471

利用者負担段階 2

利用者負担段階 2

利用者負担段階 1

個室

※ 介護サービス費（31日分）

（
①
～
⑤

）

利用者負担段階 4

利用者負担段階 3

利用者負担段階 2

利用者負担段階 1

¥99,511 ¥104,257 ¥142,814

¥69,420 ¥74,166 ¥79,051 ¥83,797 ¥108,931

¥63,361

¥123,763

多床室 要介護 1
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##

　若年性認知症入所者受入加算 120 単位
64歳未満で、認知症が原因で要介護状態となった利用者に対し、担当者を定
め、その者を中心に個別ニーズに応じたサービス提供を行う場合に算定され
ます。

　入院または外泊時の費用 246 単位
入院または自宅に外泊した場合、6日間を限度に算定されます。入院（外泊）
7日目からは算定されません。

●加算分（利用者の個別の状況により算定されるもの）

加算名

自己負担

算定される条件
１日あたり １月あたり

　経口維持加算（Ⅰ） 400 単位

経口により食事を摂取している者であって、摂食機能障害を有し、誤嚥が認
められる利用者について、医師の指示の下、多職種が共同して、栄養管理を
するための観察及び会議等を行い、経口維持計画を作成し、管理栄養士また
は栄養士が継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な管理を行っ
ている場合に、計画作成した月から6月以内の期間に限り算定されます。

　経口維持加算　（Ⅱ） 100 単位
協力歯科医療機関を定めている施設が経口維持加算（Ⅰ）を算定している場
合であって、食事の観察及び会議等に医師、歯科医師、歯科衛生士又は言語
聴覚士が加わった場合に算定されます。

　初期加算 30 単位
入所後30日間に限り算定されます。また30日を越える入院をした後に再び入
所した場合も同様に算定されます。

　経口移行加算 28 単位
経管により食事を摂取している利用者について、医師の指示の下、多職種が
共同して経口移行計画を作成し、管理栄養士または栄養士が経口による食事
の摂取を進めるための栄養管理を行っている場合に算定されます。

褥瘡の発生に係るリスクがある入所者に対して、関連職種の者が共同褥瘡ケ
ア計画を作成し、その計画に基づき支援した場合に算定されます。

　低栄養リスク改善加算 300単位

低栄養リスクの高い入所者に対して、多職種が協働して低栄養状態を改善す
るための計画を作成し、この計画に基づき、定期的に食事の観察を行い、栄
養・食事調整を行っている場合に算定されます。ただし、新規入所時又は再
入所時のみ、入所者又はその家族から同意を得られた日の属する月から起算
して６ヶ月以内に限ります。

　口腔衛生管理加算 90 単位
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、利用者に対し口腔ケアを月２回以上
行った場合に算定されます。

　排せつ支援加算 100 単位
排泄障害等のため、排泄に介護を要する入所者に対して、多職種が協働し
て、支援計画を作成し、その計画に基づき支援した場合に算定されます。

　褥瘡マネジメント加算 10 単位

　療養食加算 18 単位

看取り介護
加算(Ⅱ）

死亡日30日前～4日前 144 単位

主治医の食事せんに基づき管理栄養士または栄養士の管理する療養食（糖尿
病食、腎臓病食、肝臓病食等）を提供する場合に算定されます。ただし経口
移行加算または経口維持加算が算定されている場合は算定されません。

看取り介護
加算(Ⅰ）

死亡日30日前～4日前 144 単位
医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断
した利用者について、家族の合意のもと、見取り介護指針に則った看取り介
護を行った場合に算定されます。

死亡日前日及び前々日

1280 単位

680 単位

死亡日

医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断
した利用者について、家族の合意のもと、見取り介護指針に則った看取り介
護を行った場合に算定されます。　　　　　　　　　　　　　　　　※　看
護体制加算（Ⅱ）を算定していること。

死亡日前日及び前々日 780 単位

死亡日 1580 単位

医療費 実費

事務管理費（1ヶ月あたり） １，５００ 円

●その他、日常生活に要する自己負担金

個人が選定する特別食 実費

※　金銭管理・貴重品などの管理をご本人やご家族に代わってむらさき野苑
が行う場合に事務管理費を頂きます。（別な契約を交わした場合を除き、財
産・預貯金の管理の代行は致しません。）

衣類・嗜好品等 実費

レクリエーション・クラブ活動材料費 実費

理容・美容サービス（1回） 実費


